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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
中
央
省
庁
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
年
末
ま
で
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
件
数
の
調
査
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十

四
日
公
表
）
に
係
る
調
査
結
果
の
う
ち
、
各
府
省
が
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試
験
等
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
行

っ
た
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
の
件
数
及
び
当
該
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
再
就
職
先
は
、
会
計
検
査
院
が
三
件
（
再
就
職
先

は
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
及
び
認
可
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
件
、
公
益
法
人
が
二
件

）
、
人
事
院
が
十
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
六
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
（
非
営
利

法
人
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
等
及
び
公
益
法
人
を
除
い
た
も
の
並
び
に
法
人
格
の
な
い
任
意
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
二
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
内
閣
府
が
十
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
三
件
、
公
益
法
人
が
七
件
、
営
利

法
人
が
三
件
）
、
公
正
取
引
委
員
会
が
二
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
警
察
庁
が
三
十
七

件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
十
七
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利
法
人
が
十
六
件
）
、
金
融
庁
が
一
件
（
再

就
職
先
は
公
益
法
人
）
、
総
務
省
が
五
十
三
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
三
件
、
公
益
法
人
が
四
十
五
件
、
そ
の

一



他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
、
外
務
省
が
二
十
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
三
件
、
公
益
法

人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
十
三
件
）
、
財
務
省
が
五
十
四
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法

人
等
が
十
七
件
、
公
益
法
人
が
十
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
十
件
、
営
利
法
人
が
十
三
件
）
、
文
部
科
学
省
が
二
十

九
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
二
十
件
、
公
益
法
人
が
三
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
六
件
）
、
厚
生
労
働
省

が
十
七
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
十
件
、
公
益
法
人
が
二
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利
法
人
が

一
件
）
、
農
林
水
産
省
が
九
十
一
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
六
十
八
件
、
そ
の
他
非
営
利

法
人
等
が
十
九
件
、
営
利
法
人
が
三
件
）
、
経
済
産
業
省
が
百
六
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
十
七
件
、
公
益
法

人
が
六
十
四
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
十
一
件
、
営
利
法
人
が
十
四
件
）
、
国
土
交
通
省
本
省
が
二
百
五
件
（
再
就
職

先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
九
件
、
公
益
法
人
が
百
八
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
四
件
、
営
利
法
人
が
十
一
件
）
、

気
象
庁
が
三
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
二
件
、
営
利
法
人
が
一
件
）
、
海
上
保
安
庁
が
十
六
件
（
再
就
職
先
は
独
立
行

政
法
人
等
が
一
件
、
公
益
法
人
が
十
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
二
件
、
営
利
法
人
が
二
件
）
、
防
衛
省
（
平
成
十
九

年
一
月
九
日
よ
り
前
は
防
衛
庁
。
以
下
同
じ
。
）
が
十
八
件
（
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が

五
件
、
営
利
法
人
が
十
二
件
）
で
あ
る
。

二



三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
十
九
件
」
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試
験
等
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
元
職
員
の
退
職
時
官
職
及
び
現

時
点
で
確
認
さ
れ
た
再
就
職
先
は
、
退
職
時
官
職
は
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
事
務
局
長
・
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法

人
等
及
び
営
利
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
人
事
院
人
材
局
長
・
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
、
公
益
法
人
及
び
そ
の

他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
人
事
院
総
務
局
長
・
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
及
び
公
益
法
人
が
一

件
、
退
職
時
官
職
は
人
事
院
中
国
事
務
局
長
・
再
就
職
先
は
国
及
び
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
内
閣
府
賞
勲
局
長

・
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
警
察
庁
情
報
通
信
局
長
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
及
び
公
益
法

人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
消
防
庁
長
官
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
三
件
、
退
職
時
官
職
は
総
務
省
自
治
大
学
校
長
・
再

就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
長
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
が
一
件
、
退
職
時

官
職
は
財
務
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
大
蔵
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人

等
及
び
営
利
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
文
部
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官

職
は
文
部
科
学
審
議
官
・
再
就
職
先
は
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
・

再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
及
び
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
農
林
水
産
省
総
合
食
料
局
長
・
再
就

三



職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
及
び
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
農
林
水
産
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
及
び
独

立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
農
林
水
産
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
国
及
び
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は

水
産
庁
長
官
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
通
商
産
業
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
及
び
公
益

法
人
が
二
件
、
退
職
時
官
職
は
通
商
産
業
事
務
次
官
・
再
就
職
先
は
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
、
独
立
行
政
法
人
等
及
び
公
益

法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
海
上
保
安
庁
長
官
・
再
就
職
先
は
独
立
行
政
法
人
等
及
び
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職

は
国
土
交
通
省
国
土
計
画
局
長
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
国
土
交
通
省
土

地
・
水
資
源
局
長
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
及
び
そ
の
他
非
営
利
法
人
等
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
国
土
交
通
省
北
海
道
局

長
・
再
就
職
先
は
公
益
法
人
が
一
件
、
退
職
時
官
職
は
防
衛
省
防
衛
研
究
所
長
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
及
び
そ
の
他
非
営

利
法
人
等
が
一
件
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
二
十
九
件
」
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試
験
等
以
外
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
元
職
員
の
退
職
時
官
職
及

び
現
時
点
で
確
認
さ
れ
た
再
就
職
先
は
、
退
職
時
官
職
は
農
林
水
産
省
関
東
農
政
局
整
備
部
付
・
再
就
職
先
は
営
利
法
人
が

一
件
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
再
就
職
先
で
の
退
職
金
支
払
い
の
有
無
並
び
に
そ
の
金
額
」
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
の
退
職
後

四



に
お
け
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把
握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

各
府
省
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
在
職
中
の
職
務
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
職
員
が
在
職
中
に
培
っ
た
経
験
や
能
力
に
対
す
る
企
業
、
団
体
等
の
需
要
に
こ
た
え
る
等
の
観
点
か
ら
、
必

要
に
応
じ
行
わ
れ
て
き
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
が
施
行
さ
れ
、
各
府
省

に
よ
る
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
中
立
か
つ
透
明
な
仕
組
み
に
よ
る
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
再
就
職

の
あ
っ
せ
ん
を
一
元
化
す
る
こ
と
等
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


